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(57)【要約】
【課題】体腔内において染色と撮像を連動して制御する
ことが可能な医療装置、システムおよびプログラムを提
供する。
【解決手段】体腔内の一部を染色する染色部と、前記染
色部により染色された個所を撮像するよう撮像部を制御
する撮像制御部と、を備え、前記撮像制御部は、前記染
色部により染色してから所定時間後に前記染色された個
所を撮像するよう制御する、医療装置。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内の一部を染色する染色部と、
　前記染色部により染色された個所を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
を備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、
　医療装置。
【請求項２】
　前記医療装置は、被検体の体腔内に導入されるカプセル型医療装置である、請求項１に
記載の医療装置。
【請求項３】
　前記医療装置は、
　前記撮像部により撮像された体腔内の撮像画像に基づいて異常部位を判断する判断部を
さらに備え、
　前記染色部は、前記判断部により異常部位と判断された部分を染色する、請求項１また
は２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記染色部による染色は、蛍光染色である、請求項１に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記染色部は、複数の染色剤を用いて染色を行う、請求項１に記載の医療装置。
【請求項６】
　前記染色部が用いる染色剤および前記撮像部による染色個所の撮像方法は、目的に応じ
て設定される、請求項１に記載の医療装置。
【請求項７】
　前記医療装置は、前記染色部により染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染
色撮像部をさらに備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色された個所を撮像するよう前記染色撮像部を
制御する、請求項１に記載の医療装置。
【請求項８】
　前記染色撮像部は、前記染色部により染色された個所に励起光を照射し、前記励起光の
照射によって発生する染色個所からの蛍光を撮像する、請求項７に記載の医療装置。
【請求項９】
　前記医療装置は、染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像する光
線撮像部をさらに備え、
　前記判断部は、前記光線撮像部により撮像された前記撮像画像に基づいて、異常部位を
判断する、請求項３に記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記医療装置は、
　染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像する光線撮像部と、
　染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染色撮像部と、
　前記光線撮像部により撮像された撮像画像、および前記染色撮像部により撮像された撮
像画像を記憶する記憶部と、
をさらに備える、請求項１に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記医療装置は、被検体の体腔内に少なくとも一部が入れられる内視鏡である、請求項
１に記載の医療装置。
【請求項１２】
　体腔内を撮像する第１の撮像部により撮像された撮像画像を送信する送信部と；
　体腔内の一部を染色する染色部と；
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　前記染色部により染色された個所を撮像するよう第２の撮像部を制御する撮像制御部と
；
を有する医療装置と、
　医療装置から送信された撮像画像を受信する受信部と；
　前記受信部により受信した撮像画像に基づいて異常部位を判断する判断部と；
を有する制御装置と、
を備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、医療システム。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記判断部による判断結果を出力するよう制御する出力制御部をさら
に有する、請求項１２に記載の医療システム。
【請求項１４】
　前記第１の撮像部は、染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像す
る光線撮像部であって、
　前記第２の撮像部は、染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染色撮像部であ
って、
　前記送信部は、前記光線撮像部により撮像された染色前の撮像画像、および前記染色撮
像部により撮像された染色後の撮像画像を送信し、
　前記出力制御部は、前記医療装置から受信した前記染色前の撮像画像および前記染色後
の撮像画像を並べて出力するよう制御する、請求項１３に記載の医療システム。
【請求項１５】
　前記出力制御部は、表示部に表示するよう制御する表示制御部である、請求項１３に記
載の医療システム。
【請求項１６】
　前記出力制御部は、印刷するよう制御する印刷制御部である、請求項１３に記載の医療
システム。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　体腔内の一部を染色する染色部と、
　前記染色部により染色された個所を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
として機能させ、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、プログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療装置、システムおよびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、生体組織に対して蛍光プローブを散布し、ある種の分子を光らせることで、癌等
の異常部を発見、診断することが提案されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１～２では、光源ユニット、制御ユニット、表示ユニット、撮像
ユニット、および送液ユニットを有する内視鏡システムが提案されている。かかる内視鏡
システムでは、撮像ユニットおよび送液ユニットの送液チューブの先端が挿入部の先端に
配置され、挿入部は、生体の体腔に挿入できる極めて細い外形寸法を有している。このよ
うな内視鏡システムを用いて生体の体腔内を撮像する場合、医療スタッフ等は、まず、挿
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入部を体腔内に挿入し、その先端を撮影対象に対向させ、この状態で撮影や蛍光プローブ
液の散布を行っていた。
【０００４】
　また、下記特許文献３～５では、各種蛍光染色薬剤について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－４３４９４号公報
【特許文献２】特開２００８－６１９６９号公報
【特許文献３】特開２００７－１８２４２５号公報
【特許文献４】特開２００７－３２６７８８号公報
【特許文献５】特開２００７－３２６７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した内視鏡システムは、医療スタッフ等が手動で一部の挿入部を体
腔内に挿入し、任意の部位を撮影したり、蛍光プローブを散布したりする制御を行うもの
であって、操作者には専門的な知識、技術が必要であった。
【０００７】
　そこで、本開示では、体腔内において染色と撮像を連動して制御することが可能な医療
装置、システムおよびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、体腔内の一部を染色する染色部と、前記染色部により染色された個所
を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、を備え、前記撮像制御部は、前記染色部
により染色してから所定時間後に前記染色された個所を撮像するよう制御する医療装置を
提案する。
【０００９】
　本開示によれば、体腔内を撮像する第１の撮像部により撮像された撮像画像を送信する
送信部と、体腔内の一部を染色する染色部と、前記染色部により染色された個所を撮像す
るよう第２の撮像部を制御する撮像制御部と、を有する医療装置と、医療装置から送信さ
れた撮像画像を受信する受信部と、前記受信部により受信した撮像画像に基づいて異常部
位を判断する判断部と、を有する制御装置と、を備え、前記撮像制御部は、前記染色部に
より染色してから所定時間後に前記染色された個所を撮像するよう制御する医療システム
を提案する。
【００１０】
　本開示によれば、コンピュータを、体腔内の一部を染色する染色部と、前記染色部によ
り染色された個所を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、として機能させ、前記
撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を撮像す
るよう制御するプログラムを提案する。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、体腔内において染色と撮像を連動して制御するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施形態による医療システムの概要について説明するための図である
。
【図２】第１の実施形態によるカプセル型医療装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態による制御装置の構成を示すブロック図である。
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【図４】第１の実施形態による医療システムの動作処理を示すフローチャートである。
【図５】第１の実施形態による表示画面の一例を示す図である。
【図６】第２の実施形態によるカプセル型医療装置の構成を示すブロック図である。
【図７】第２の実施形態による動作処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　また、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態による医療システムの概要
　２．第１の実施形態
　　２－１．構成
　　２－２．動作処理
　　２－３．表示例
　３．第２の実施形態
　　３－１．構成
　　３－２．動作処理
　４．まとめ
【００１５】
　　＜＜１．本開示の一実施形態による医療システムの概要＞＞
　まず、本開示による一実施形態による医療システムの概要について図１を参照して説明
する。図１に示すように、本実施形態による医療システムは、被検体５に飲み込まれる等
して体内に導入されるカプセル型医療装置１（以下、カプセル１とも称す）および制御装
置３を有する。なお、図１に示すカプセル１は、通信機能を有し、外部の制御装置３とデ
ータの送受信を行うことが可能である。例えば、被検体５が、アンテナが設けられたシー
ルドシャツ（不図示）を着用し、さらにアンテナと接続している通信装置（不図示）を装
着している場合、体腔内に導入されたカプセル１から送信されたデータは、アンテナによ
り受信され、通信装置に送られる。そして、当該データは通信装置から制御装置３に有線
／無線により送信される。
【００１６】
　ここで、上述したように、近年、生体組織に対して蛍光プローブを散布し、ある種の分
子を光らせることで、癌等の異常部を発見、診断することが提案されている。具体的には
、挿入部の先端から蛍光プローブを散布したり、挿入部の先端に設けられた撮像ユニット
により蛍光部位を撮像したりする内視鏡システムが提案されている。
【００１７】
　しかしながら、このような内視鏡システムは、専門的な知識、技術を有する医療スタッ
フ等が手動で操作する必要があった。
【００１８】
　また、蛍光プローブの散布後、取得した蛍光画像に基づいて医療スタッフ等が目視で癌
等の異常部を発見、診断するので、正常部にも蛍光プローブが散布されてしまい、生体へ
の負担が大きかった。
【００１９】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の実施形態による医療システムを創作するに
至った。本開示の実施形態による医療システムは、体腔内において染色と撮像を連動して
制御することが可能である。
【００２０】
　より具体的には、図１に示すように、カプセル１は、体腔内の一部（所定臓器や所定エ
リア）を白色ＬＥＤ等により照射し、可視光線下で撮像を行って取得した通常撮像画像を
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制御装置３に送信する。制御装置３は、カプセル１から送信された通常撮像画像に基づき
、異常部位と推定される個所を判断し、判断結果に基づいて染色、撮像を行うようカプセ
ル１を制御する。具体的には、図１に示すように、制御装置３は、染色、撮像を指示する
ための制御信号をカプセル１に送信する。そして、カプセル１は、制御装置３から送信さ
れた制御信号に従って、染色、撮像制御を行う。
【００２１】
　このように、本開示の一実施形態による医療システムでは、通常撮像画像に基づいて制
御装置３が自動的に異常部位を判断し、異常部位の染色、撮像を行うようカプセル１を制
御することができる。なお、制御装置３は、異常部位の染色を行ってから所定時間後に撮
像を行うようカプセル１を制御してもよい。
【００２２】
　また、本開示の一実施形態による医療システムでは、異常部位と判断された個所に染色
剤を放出するので、染色剤を放出してから異常部位を判断するシステムよりも染色剤の放
出量が少なく済み、生体への負担が少ない。
【００２３】
　また、本開示の一実施形態による医療システムでは、図１に示す制御装置３の表示部３
３に通常撮像画像と染色撮像画像を並べて表示してもよい。これにより、被検体５や医療
スタッフ等のユーザは、２つの画像を比較して異常部位を観測できるので、病変の診断を
より一層確実に行うことができる。
【００２４】
　以下、このような本開示による医療システムについて複数の実施形態を挙げて詳細に説
明する。なお、図１に示す例では、本実施形態による制御装置３の一例としてＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）を示したが、本開示による制御装置はこれに限定され
ない。例えば、本開示による制御装置３は、スマートフォン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、ノートＰＣ、携帯電話、携帯用音楽再生装
置、携帯用映像処理装置または携帯用ゲーム機器等であってもよい。
【００２５】
　　＜＜２．第１の実施形態＞＞
　　＜２－１．構成＞
　第１の実施形態による医療システムは、図１に示すように、被検体５の体腔内に導入さ
れるカプセル１および制御装置３を有する。以下、第１の実施形態に含まれるカプセル１
および制御装置３の各構成について具体的に説明する。
【００２６】
　　［２－１－１．カプセルの構成］
　図２は、第１の実施形態によるカプセル１の構成を示すブロック図である。図２に示す
ように、本実施形態によるカプセル１は、制御部１１、通信部１３、通常撮像部１５、染
色撮像部１７、および染色剤放出部１９を有する。
【００２７】
　（制御部）
　制御部１１は、カプセル１の各構成を制御する。より具体的には、制御部１１は、体腔
内を撮像するよう通常撮像部１５を制御する撮像制御部として機能する。また、制御部１
１は、撮像制御部として、体腔内において染色された個所を撮像するよう染色撮像部１７
を制御してもよい。
【００２８】
　また、制御部１１は、通常撮像部１５により撮像した通常撮像画像を、通信部１３から
制御装置３に送信するよう制御する。
【００２９】
　（通信部）
　通信部１３は、制御装置３とデータ通信を行うためのインターフェースである。より具
体的には、本実施形態による通信部１３は、制御装置３に、通常撮像部１５から出力され
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た撮像画像や、染色剤放出部１９による染色剤の放出が完了した旨を送信する。また、本
実施形態による通信部１３は、制御装置３から、染色剤放出を指示する制御信号や、染色
画像の取得を指示する制御信号を受信する。
【００３０】
　なお、通信部１３は、被検体５が着用するシールドシャツ（不図示）に設けられるアン
テナおよび通信装置を介して制御装置３とデータ通信を行ってもよい。また、通信部１３
は、被検体５が所持するスマートフォン等のユーザ端末（不図示）と近距離無線通信によ
りデータ通信を行い、当該ユーザ端末およびインターネットを介して制御装置３とデータ
通信を行ってもよい。
【００３１】
　（通常撮像部）
　通常撮像部１５は、白色ＬＥＤ等の照明部、撮像レンズを含む撮像光学系、および撮像
素子（ＣＭＯＳイメージャ、ＣＣＤ等）により実現され、体腔内を白色ＬＥＤ等で照射し
、可視光線下で撮像を行う可視光線撮像部である。また、本明細書において、通常撮像部
１５により可視光線下で撮像された撮像画像を通常撮像画像と称す。なお、本実施形態に
よる通常撮像部１５は、可視光線下で撮像を行う可視光線撮像部に限定されず、例えば赤
外光線下で撮像を行う赤外光線撮像部であってもよいし、可視光線および赤外光線を用い
て撮像を行う撮像部であってもよい。
【００３２】
　本実施形態による通常撮像部１５は、カプセル１が被検体５の体腔内を移動している間
、周囲を撮像し続け、取得した体腔内の通常撮像画像を制御部１１に出力してもよい。
【００３３】
　（染色剤放出部）
　染色剤放出部１９（染色部）は、カプセル１の収納部（不図示）に収納される染色剤を
、開口部（不図示）からカプセル１の外部に放出する機能を有する。より具体的には、例
えば染色剤放出部１９は、制御部１１の制御に応じて開口部の弁（不図示）を開閉し、薬
剤を放出する。
【００３４】
　また、本実施形態による染色剤放出部１９は、制御装置３により異常部位と判断された
個所に対して染色剤を放出するよう制御部１１により制御される。
【００３５】
　なお、染色剤は、蛍光染色剤であってもよい。より具体的には、本実施形態による染色
剤は、例えば上述した特許文献３～５に開示されているアクリフラビンやフルオレセイン
を用いた蛍光染色剤であってもよい。
【００３６】
　また、染色剤放出部１９により放出される染色剤の種類は、染色の目的に応じて決定さ
れてもよい。例えば、癌細胞を染色する場合、癌細胞の染色に適した染色剤が放出される
。また、カプセル１が複数種類の染色剤を収納する場合、カプセル１は、制御装置３によ
る異常部位の判断結果に基づいて、異常部位の染色に適した染色剤を放出するよう制御し
てもよい。
【００３７】
　また、染色剤放出部１９は、カプセル１が収納する複数の染色剤を放出するよう制御し
てもよい。
【００３８】
　（染色撮像部）
　染色撮像部１７は、励起光を照射する照射部、撮像レンズを含む撮像光学系、および励
起光の照射によって生体組織に付着または吸収された染色剤から発生する蛍光の情報（蛍
光像）を取得できる撮像素子により実現される、染色撮像部である。また、本明細書にお
いて、染色撮像部１７により撮像された撮像画像を染色撮像画像と称す。
【００３９】
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　また、本実施形態による染色撮像部１７は、染色剤放出部１９により染色された個所を
撮像するよう制御部１１により制御される。また、染色撮像部１７は、撮像した染色画像
を制御部１１に出力する。
【００４０】
　また、染色撮像部１７による染色撮像の方法は、目的に応じて決定されてもよい。例え
ば、放出する染色剤の種類や、撮像対象（異常部位）に応じて、照射する励起光の波長帯
域が設定されたり、撮像素子の感度が設定されたりしてもよい。
【００４１】
　以上、本実施形態によるカプセル１の構成について具体的に説明した。なお、本実施形
態によるカプセル１は、さらに体腔内の所定の部位に留まるための停止部を有してもよい
。
【００４２】
　上述したように、本実施形態によるカプセル１は、染色剤放出部１９により異常部位に
染色剤を放出した後、制御装置３から受信する制御信号に従って、染色撮像部１７による
染色撮像を行っている。よって、体腔内を移動するカプセル１は、染色剤を放出した部位
付近に、制御装置３から染色撮像を指示する制御信号を受信するまで停止する必要がある
。そこで、本実施形態では、カプセル１に停止部を設け、染色剤を放出した部位付近に停
止できるようにしてもよい。
【００４３】
　なお、停止手段の実現方法は様々あり、例えば特開２００５－２０４８０６号公報に記
載されているようなアームタイプであってもよいし、特開２００３－３２５４３８号公報
に記載されているようなバルーンタイプであってもよい。アームタイプとは、カプセル１
が、複数のアームにより体腔内壁の粘膜を挟持することで体腔内に留まる停止手段である
。また、バルーンタイプとは、カプセル１の一部の外周面を覆うよう設けられた伸縮自在
で気密機能を持つバルーンを、カプセル１内部に収納する加圧気体により膨張することで
、体腔内に留まる停止手段である。
【００４４】
　これにより、カプセル１は、染色剤放出部１９により染色剤を放出した部位付近に留ま
り、染色撮像の指示を受信するまで待機することができる。
【００４５】
　　［２－１－２．サーバの構成］
　続いて、第１の実施形態による制御装置３の構成について図３を参照して説明する。図
３に示すように、本実施形態による制御装置３は、制御部３１、通信部３２、表示部３３
、操作入力部３４、および画像データＤＢ（データベース）３５を有する。
【００４６】
　（制御部）
　制御部３１は、制御装置３の各構成を制御する機能を有する。より具体的には、本実施
形態による制御部３１は、判断部３１１、表示制御部３１３、および印刷制御部３１５と
して機能してもよい。
【００４７】
　判断部３１１は、カプセル１から送信された体腔内の通常撮像画像に基づいて、異常部
位（病変部位）であるか否かを判断する。より具体的には、例えば判断部３１１は、通常
撮像画像を解析し、部位の形状（突起など）や色等に基づいて判断してもよいし、被検体
５の過去（正常時）の通常撮像画像や、異常部位の参考画像と比較（パターンマッチング
）して判断してもよい。
【００４８】
　また、判断部３１１により異常部位と判断された場合、制御部３１は、染色剤の放出を
指示する制御信号を生成し、通信部３２からカプセル１に送信する。また、制御部３１は
、通信部３２によりカプセル１から染色放出完了通知を受信した場合、所定時間経過後に
、染色撮像を指示する制御信号をカプセル１に送信する。ここで、所定時間とは、異常部
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位に放出された染色剤が異常部位に付着、吸収される時間であってもよい。
【００４９】
　表示制御部３１３は、表示部３３に表示する表示内容（出力内容）を制御する出力制御
部の一例である。より具体的には、例えば表示制御部３１３は、画像データＤＢ３５に記
憶された通常撮像画像、染色撮像画像を呼び出し、表示部３３に並べて表示するよう制御
してもよい。また、表示制御部３１３は、判断部３１１による異常部位判断結果を表示す
るよう制御してもよい。
【００５０】
　印刷制御部３１５は、制御装置３に接続する印刷装置（不図示）による印刷（出力）を
制御する出力制御部の一例である。より具体的には、例えば印刷制御部３１５は、判断部
３１１による異常部位判断結果、または画像データＤＢ３５に記憶された通常撮像画像や
染色撮像画像を印刷するよう制御してもよい。
【００５１】
　（画像データＤＢ）
　画像データＤＢ３５は、カプセル１から送信された通常撮像画像や、染色撮像画像を記
憶する記憶部である。また、画像データＤＢ３５に記憶された通常撮像画像、染色撮像画
像は、必要に応じて上述した表示制御部３１３により呼び出され、表示部３３に表示され
る。
【００５２】
　（通信部）
　通信部３２は、外部装置と接続し、データの送受信を行うためのインターフェースであ
る。より具体的には、本実施形態による通信部３２は、カプセル１から通常撮像画像、染
色剤放出完了通知、染色撮像画像等を受信する。また、通信部３２は、制御部３１から出
力された制御信号（染色剤放出を指示する制御信号、染色撮像を指示する制御信号）をカ
プセル１に送信する。
【００５３】
　（表示部）
　表示部３３は、制御部３１の制御に従って、通常撮像画像、染色撮像画像、または異常
部位判断結果を含む画面表示を行う機能を有する。なお、表示部３３は、ＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）またはＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）な
どにより実現されてもよい。
【００５４】
　（操作入力部）
　操作入力部３４は、ユーザによる操作を検出し、検出した操作入力に基づいて生成した
入力信号を制御部３１に出力する機能を有する。操作入力部３４は、マウス、キーボード
、およびタッチパネル等により実現されてもよい。
【００５５】
　以上、第１の実施形態による医療システムに含まれるカプセル１および制御装置３の各
構成について詳細に説明した。以下、本実施形態による医療システムの動作処理について
説明する。
【００５６】
　　＜２－２．動作処理＞
　図４は、第１の実施形態による医療システムの動作処理を示すフローチャートである。
図４に示すように、まず、制御装置３は、被検体５の体内に導入されたカプセル１に対し
、撮像指示を行う（ステップＳ１０３）。
【００５７】
　なお、撮像指示のタイミングは、体腔内に導入されたカプセル１が予め登録された所定
部位付近に到達したタイミングであってもよい。ここで、本実施形態による制御装置３は
、カプセル１の体腔内における位置を検出し、予め登録された所定部位付近に到達したか
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否かを判定することが可能である。カプセル１の体腔内における位置の検出方法は特に限
定しないが、例えば制御装置３は、被検体５が着用するシールドシャツに設けられたアン
テナが、体腔内を移動するカプセル１から受信した電波の強度に基づいて、カプセル１の
体腔内における位置を検出してもよい。
【００５８】
　次いで、カプセル１の制御部１１は、制御装置３からの制御信号に応じて、通常撮像部
１５により体腔内を撮像するよう制御する（ステップＳ１０６）。
【００５９】
　次に、カプセル１は、通常撮像部１５で撮像した通常画像を、制御装置３に送信する（
ステップＳ１０９）。
【００６０】
　なお、上述したステップＳ１０３～Ｓ１０９において、カプセル１は、制御装置３から
の撮像指示を受けた場合に通常の撮像を行い、撮像した通常撮像画像を制御装置３に送信
しているが、本実施形態による動作処理はこれに限定されない。例えば、カプセル１は、
体腔内を移動しながら継続的に通常撮像部１５で体腔内を撮像し、撮像した通常撮像画像
を継続的に制御装置３に送信してもよい。
【００６１】
　次いで、制御装置３の判断部３１１は、カプセル１から送信された通常撮像画像に基づ
いて、異常部位か否かを判断する（ステップＳ１１２）。
【００６２】
　次に、異常部位であると判断された場合（ステップＳ１１２／Ｙｅｓ）、制御装置３の
制御部３１は、染色剤の放出を指示する制御信号を通信部３２からカプセル１に送信する
よう制御する（ステップＳ１１５）。
【００６３】
　次いで、カプセル１の染色剤放出部１９は、制御装置３から受信した制御信号に従って
、異常部位と判断された個所に染色剤を放出する（ステップＳ１１８）。
【００６４】
　次に、カプセル１の通信部１３は、染色剤放出が完了した旨を制御装置３に通知する（
ステップＳ１２１）。
【００６５】
　次いで、制御装置３の制御部３１は、カプセル１から染色剤放出完了通知を受信してか
ら所定時間経過すると（ステップＳ１２４）、染色撮像を指示する制御信号を通信部３２
からカプセル１に送信する（ステップＳ１２７）。所定時間とは、上述したように、異常
部位に放出された染色剤が異常部位に付着、吸収される時間であって、染色剤の種類に応
じて予め設定されていてもよい。
【００６６】
　次に、カプセル１の制御部１１は、制御装置３からの制御信号に応じて、染色撮像部１
７により染色した個所を撮像するよう制御する（ステップＳ１３０）。
【００６７】
　次いで、カプセル１は、染色撮像部１７により撮像した染色撮像画像を、制御装置３に
送信する（ステップＳ１３３）。
【００６８】
　以上、本実施形態による医療システムの動作処理について詳細に説明した。なお、カプ
セル１は、染色剤の放出処理（Ｓ１１８）を行ってからに示す染色撮像指示の制御信号を
受信するまで（Ｓ１２７）、異常部位付近に留まってもよい。上述したように、部位によ
っては体腔内に自然に留まることが困難であるので、カプセル１の制御部１１は、例えば
停止部（不図示）により異常部位付近に留まるよう制御してもよい。
【００６９】
　この場合、カプセル１の制御部１１は、上記ステップＳ１３０に示す染色撮像部１７に
よる撮像を行った後、停止状態を解除するよう停止部を制御する。これにより、カプセル
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１は体腔内の移動を再開し、被検体５から自然排出される。
【００７０】
　　＜２－３．表示例＞
　以上、第１の実施形態による医療システムの動作処理について詳細に説明した。なお、
本開示による医療システムでは、制御装置３の表示部３３において、異常部位判断の結果
等を確認できるようにしてもよい。以下、図５を参照して表示部３３に表示する結果表示
画面について説明する。
【００７１】
　図５は、本実施形態による結果表示画面の一例を示す図である。図５に示すように、結
果表示画面４０は、各体内部位を示す部位画面４１、判断結果の表示４５、通常撮像画像
４７、および染色撮像画像４９を含む。
【００７２】
　部位画面４１は、図５に示すように、各部位のイラストと名称が対応付けられた画像で
あってもよい。また、部位画面４１上には、制御装置３の判断部３１１において異常部位
と判断された部位に相当する位置に、患部アイコン４３が表示される。
【００７３】
　判断結果の表示４５は、判断部３１１による異常部位の判断結果等を含む。例えば、図
５に示す例では、「異常部位を発見したので、染色撮像を行いました。」といった内容の
判断結果を示す。
【００７４】
　さらに、結果表示画面４０では、患部アイコン４３が表示された部位（異常部位と判断
された部位）の撮像結果が表示される。具体的には、図５に示すように、通常撮像部１５
で撮像された通常撮像画像４７、および染色撮像部１７で撮像された染色撮像画像４９が
並べて表示される。これにより、ユーザは、２つの画像を比較して異常部位を観測するこ
とができる。
【００７５】
　以上、異常部位判断の結果等を表示部３３に表示する場合の画面例について説明した。
なお、本実施形態による医療システムでは、上述した異常部位判断の結果等を、表示部３
３に表示する他、紙媒体等に印刷して出力してもよい。
【００７６】
　　＜＜３．第２の実施形態＞＞
　以上、本開示の第１の実施形態による医療システムについて説明した。続いて、本開示
の第２の実施形態による医療システムについて説明する。
【００７７】
　上述した第１の実施形態による医療システムは、図１および図４を参照して説明したよ
うに、カプセル１および制御装置３を含み、制御装置３側で異常部位の判断を行う。しか
し、本開示による医療システムは第１の実施形態による構成に限定されず、例えば、カプ
セル型医療装置が異常部位の判断を行う構成であってもよい。以下、このようなカプセル
型医療装置が異常部位の判断を行う第２の実施形態について図６～図７を参照して詳細に
説明する。
【００７８】
　　＜３－１．カプセルの構成＞
　図６は、第２の実施形態によるカプセル型医療装置２の構成を示すブロック図である。
図６に示すように、本実施形態によるカプセル型医療装置２（以下、カプセル２と称す）
は、制御部２１、記憶部２３、通常撮像部１５、染色撮像部１７、および染色剤放出部１
９を有する。なお、通常撮像部１５、染色撮像部１７、および染色剤放出部１９は、上記
第１の実施形態において説明したので、ここでの説明は省略する。
【００７９】
　（制御部）
　制御部２１は、カプセル１の各構成を制御する。より具体的には、制御部２１は、通常
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撮像部１５、または染色撮像部１７により体腔内を撮像するよう制御する撮像制御部２１
０、および異常部位を判断する判断部２１１として機能する。また、制御部２１は、判断
部２１１により異常部位と判断された個所に染色剤を放出するよう染色剤放出部１９を制
御する。
【００８０】
　また、制御部２１は、通常撮像部１５により撮像される通常撮像画像や染色撮像部１７
により撮像される染色撮像画像を記憶部２３に記憶させるよう制御する。なお、制御部２
１は、通常撮像部１５により継続的に撮像される通常撮像画像を一時的に記憶部２３に記
憶させ、判断部２１１により異常部位と判断されなかった個所の通常撮像画像は消去する
よう制御してもよい。
【００８１】
　・撮像制御部
　撮像制御部２１０は、通常撮像部１５により体腔内を撮像するよう制御する。また、撮
像制御部２１０は、被検体５の体腔内を移動しながら継続的に体腔内を撮像するよう制御
してもよい。通常撮像部１５により撮像された通常撮像画像は、記憶部２３に記憶される
。
【００８２】
　また、撮像制御部２１０は、染色撮像部１７により、染色された個所を撮像するよう制
御する。撮像制御部２１０は、染色剤放出部１９により染色が行われた後、所定時間経過
後に、染色された個所を撮像するよう染色撮像部１７を制御してもよい。染色撮像部１７
により撮像された染色撮像画像は、記憶部２３に記憶される。
【００８３】
　・判断部
　判断部２１１は、通常撮像部１５により撮像された通常撮像画像に基づいて、異常部位
を判断する。異常部位の判断方法は、第１の実施形態による判断部３１１と同様であって
、例えば画像解析や画像比較に基づいて異常部位を判断してもよい。
【００８４】
　（記憶部）
　記憶部２３は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等により実現され、脱着可能なメモリカードであっても
よい。本実施形態による記憶部２３は、通常撮像部１５により撮像された通常撮像画像や
、染色撮像部１７により撮像された染色撮像画像を記憶する。
【００８５】
　以上、第２の実施形態によるカプセル２の構成について説明した。続いて、本実施形態
による動作処理について図７を参照して説明する。
【００８６】
　　＜３－２．動作処理＞
　図７は、本実施形態による動作処理を示すフローチャートである。図７に示すように、
まず、体腔内に導入されたカプセル２の撮像制御部２１０は、通常撮像部１５により体腔
内を撮像するよう制御する（ステップＳ１４０）。
【００８７】
　次に、制御部２１は、通常撮像部１５により撮像した通常撮像画像を記憶部２３に記憶
させる（ステップＳ１４３）。
【００８８】
　次いで、カプセル２の判断部２１１は、通常撮像部１５により撮像された通常撮像画像
に基づいて、異常部位か否かを判断する（ステップＳ１４６）。
【００８９】
　次に、異常部位であると判断された場合（ステップＳ１４６／Ｙｅｓ）、制御部２１は
、染色剤を放出するよう染色剤放出部１９を制御する（ステップＳ１４９）。
【００９０】
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　次いで、制御部２１は、染色剤を放出してから所定時間経過した後（ステップＳ１５２
）、染色された個所を撮像するよう染色撮像部１７を制御する（ステップＳ１５５）。
【００９１】
　次に、制御部２１は、染色撮像部１７により撮像した染色撮像画像を記憶部２３に記憶
させる（ステップＳ１５８）。
【００９２】
　以上、本実施形態による医療システムの動作処理について詳細に説明した。なお、上述
したカプセル２は、体腔内を移動し、被検体５から自然排出された後、被検体５や医療ス
タッフ等のユーザに回収され、記憶部２３に記憶した通常撮像画像、異常撮像画像が取り
出される。カプセル２から取り出した各画像データは、上述した「２－３．表示例」で説
明したような結果表示画面に利用され得る。
【００９３】
　また、カプセル２は、第１の実施形態と同様に、染色剤の放出処理（Ｓ１４９）を行っ
てから染色撮像を行うまで（Ｓ１５５）、異常部位付近に留まってもよい。上述したよう
に、部位によっては体腔内に自然に留まることが困難であるので、カプセル２の制御部２
１は、例えば停止部（不図示）により異常部位付近に留まるよう制御してもよい。
【００９４】
　この場合、カプセル２の制御部２１は、上記ステップＳ１５５に示す染色撮像部１７に
よる撮像を行った後、停止状態を解除するよう停止部を制御する。これにより、カプセル
２は体腔内の移動を再開し、被検体５から自然排出される。
【００９５】
　　＜＜４．まとめ＞＞
　以上説明したように、本開示の実施形態による医療システムでは、被検体５の体腔内に
導入されたカプセル型医療装置が、自動的に異常部位と判断された個所に染色剤を放出し
、所定時間経過後に染色撮像を行うこと（染色と撮像の連動制御）が可能となる。
【００９６】
　このように、本実施形態による医療システムでは、異常部位と判断された個所に染色剤
を放出するので、染色剤を放出してから異常部位を判断するシステムよりも染色剤の放出
量が少なく済み、生体への負担が少ない。
【００９７】
　また、本実施形態による医療システムでは、判断結果と共に、異常部位の通常撮像画像
および染色撮像画像を並べて表示／印刷することも可能である。これにより、被検体５や
医療スタッフ等のユーザは、２つの画像を比較して異常部位を観測することができる。
【００９８】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【００９９】
　例えば、上述した各実施形態による医療システムでは、判断部３１１、２１１が通常撮
像部１５により撮像された通常撮像画像に基づいて異常部位を判断しているが、本実施形
態による判断方法はこれに限定されない。例えば、本実施形態による判断部は、カプセル
に設けられたセンサにより検出したデータ（ｐＨ値等）に基づいて異常部位を判断しても
よい。
【０１００】
　また、上述した各実施形態によるカプセルは、染色後所定時間後に染色撮像部１７によ
り撮像を行っているが、染色撮像部１７による撮像は１回に限られず、所定時間経過前ま
たは経過後に複数回染色個所を撮像してもよい。これにより、染色撮像部１７により染色
過程の撮像画像も取得することができ、病変を診断する上で有用に利用され得る。
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【０１０１】
　また、本開示によるカプセル型医療装置は、染色撮像部１７による撮像を行う際、既に
染色剤が放出された個所（染色個所）から移動して離れてしまっていた場合、染色個所に
戻るよう自律制御してもよい。
【０１０２】
　また、上述した各実施形態では、体腔内に導入される医療装置の一例としてカプセル型
医療装置を用いたが、本開示による医療装置はこれに限定されず、例えば少なくとも一部
が被検体５の体腔内に導入される内視鏡であってもよい。
【０１０３】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　体腔内の一部を染色する染色部と、
　前記染色部により染色された個所を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
を備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、
　医療装置。
（２）
　前記医療装置は、被検体の体腔内に導入されるカプセル型医療装置である、前記（１）
に記載の医療装置。
（３）
　前記医療装置は、
　前記撮像部により撮像された体腔内の撮像画像に基づいて異常部位を判断する判断部を
さらに備え、
　前記染色部は、前記判断部により異常部位と判断された部分を染色する、前記（１）ま
たは（２）に記載の医療装置。
（４）
　前記染色部による染色は、蛍光染色である、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載
の医療装置。
（５）
　前記染色部は、複数の染色剤を用いて染色を行う、前記（１）～（４）のいずれか１項
に記載の医療装置。
（６）
　前記染色部が用いる染色剤および前記撮像部による染色個所の撮像方法は、目的に応じ
て設定される、前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の医療装置。
（７）
　前記医療装置は、前記染色部により染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染
色撮像部をさらに備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色された個所を撮像するよう前記染色撮像部を
制御する、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の医療装置。
（８）
　前記染色撮像部は、前記染色部により染色された個所に励起光を照射し、前記励起光の
照射によって発生する染色個所からの蛍光を撮像する、前記（７）に記載の医療装置。
（９）
　前記医療装置は、染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像する光
線撮像部をさらに備え、
　前記判断部は、前記光線撮像部により撮像された前記撮像画像に基づいて、異常部位を
判断する、前記（３）に記載の医療装置。
（１０）
　前記医療装置は、
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　染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像する光線撮像部と、
　染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染色撮像部と、
　前記光線撮像部により撮像された撮像画像、および前記染色撮像部により撮像された撮
像画像を記憶する記憶部と、
をさらに備える、前記（１）～（９）のいずれか１項に記載の医療装置。
（１１）
　前記医療装置は、被検体の体腔内に少なくとも一部が入れられる内視鏡である、前記（
１）に記載の医療装置。
（１２）
　体腔内を撮像する第１の撮像部により撮像された撮像画像を送信する送信部と；
　体腔内の一部を染色する染色部と；
　前記染色部により染色された個所を撮像するよう第２の撮像部を制御する撮像制御部と
；
を有する医療装置と、
　医療装置から送信された撮像画像を受信する受信部と；
　前記受信部により受信した撮像画像に基づいて異常部位を判断する判断部と；
を有する制御装置と、
を備え、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、医療システム。
（１３）
　前記制御装置は、前記判断部による判断結果を出力するよう制御する出力制御部をさら
に有する、前記（１２）に記載の医療システム。
（１４）
　前記第１の撮像部は、染色前の前記体腔内を可視光下および／または赤外光下で撮像す
る光線撮像部であって、
　前記第２の撮像部は、染色された個所からの蛍光の周波数帯に対応する染色撮像部であ
って、
　前記送信部は、前記光線撮像部により撮像された染色前の撮像画像、および前記染色撮
像部により撮像された染色後の撮像画像を送信し、
　前記出力制御部は、前記医療装置から受信した前記染色前の撮像画像および前記染色後
の撮像画像を並べて出力するよう制御する、前記（１３）に記載の医療システム。
（１５）
　前記出力制御部は、表示部に表示するよう制御する表示制御部である、前記（１３）ま
たは（１４）に記載の医療システム。
（１６）
　前記出力制御部は、印刷するよう制御する印刷制御部である、前記（１３）または（１
４）に記載の医療システム。
（１７）
　コンピュータを、
　体腔内の一部を染色する染色部と、
　前記染色部により染色された個所を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
として機能させ、
　前記撮像制御部は、前記染色部により染色してから所定時間後に前記染色された個所を
撮像するよう制御する、プログラム。
【符号の説明】
【０１０４】
　１、２　　カプセル型医療装置
　３　　制御装置
　５　　被検体
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　１１、２１　　制御部
　１３　　通信部
　１５　　通常撮像部
　１７　　染色撮像部
　１９　　染色剤放出部
　２３　　記憶部
　３１　　制御部
　３１１　　判断部
　３１３　　表示制御部
　３１５　　印刷制御部
　３２　　通信部
　３３　　表示部
　３４　　操作入力部
　３５　　画像データＤＢ
　２１０　　撮像制御部
　２１１　　判断部
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